
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（法人番号2020005008480）の役職員の
報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

当機構の主要事業は技術開発マネジメントである。役員報酬水準を検討するにあたっては、
当機構と同様に技術研究開発を担う国立研究開発法人のほか、国家公務員指定職や常勤
職員数で当機構と比較的同等と認められる民間企業の役員報酬水準を参考にした。

①類似の国立研究開発法人（産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、科学技術振興
機構、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構）・・・当該法人は当機構と同様に技術研究
開発を担う国立研究開発法人である。これらの法人の年間報酬額の平均を公表対象年度
の役員報酬規程より推計すると、法人の長は、約2,100万円、副理事長は約1,800万円、理
事は約1,600万円、監事は約1,400万円である。

②事務次官、局長の年間報酬額・・・事務次官 約2,300万円、本省局長 約1,800万円
*人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント（令和3年8月）」より抜粋

③職員数が1000人以上3,000人未満の民間企業の役員の年間報酬額・・・副社長 約3,700
万円、専務取締役 約3,300万円、常務取締役 約2,500万円、取締役 約1,900万円
*人事院「令和元年度 民間企業における役員報酬（給与）調査」より抜粋（令和２、３年度

は調査見送り。）

前年度に在籍した常勤役員に対し、月例支給額（基本給）・諸手当・賞与とは別に、前年
度の業績評価に応じた業績給を支給している。（平成15年の独立行政法人設立時に制度
を導入）

理事長及び監事については主務大臣が決定する業績評価を反映し、副理事長及び理
事については理事長が決定する役員個人毎の業績評価を反映しており、業績給の算定
方法は以下のとおりとなっている。

○算定方法：
月例支給額（基本給）×支給係数（296/100）×評価割合（※）
×在籍期間割合＝業績給

（※）Ｓ（2.0）、A（1.5）、B（1.0）、C（0.5）、Ｄ（0）の５段階



法人の長

副理事長

理事

監事

監事（非常勤）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

【常勤役員の報酬基準】
常勤役員の報酬は、月例支給額（基本給）・特別都市手当（月例支給額

（基本給）の16%）・職務手当・通勤手当・賞与・業績給から構成されている。
○役職別の月例支給額（基本給）・職務手当

○賞与
賞与基礎額（月例支給額（基本給）+特別都市手当+職務手当）×
166.8/100（6月83.4/100、12月83.4/100）×在籍期間割合
により算出した額

○業績給
前年度に在籍した常勤役員に対し、
月例支給額（基本給）×支給係数（296/100）×評価割合（※）
×在籍期間割合
（※）Ｓ（2.0）、A（1.5）、B（1.0）、C（0.5）、Ｄ（0）の５段階

により算出した額を支給

【令和３年度における改定内容】
○令和３年度における改定はなし。
○令和３年の人事院勧告等を踏まえた賞与支給割合の引下げを令和４年
に実施。

月例支給額 職務手当

監事 月例支給額の8％

996,000円

912,000円

811,000円

696,000円

理事長 月例支給額の12％

副理事長 月例支給額の10％

理事 月例支給額の8％

【非常勤役員の報酬基準】
非常勤役員の報酬は、役員報酬規定において月額４０万円又は日額５万円

と規定している。

【令和３年度における改定内容】
改定なし。



２　役員の報酬等の支給状況
令和３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,847 15,298 6,548 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

20,052 13,789 5,966 297
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

10,506 6,033 4,439 33
（通勤手当）

令和３年
9月30日

◇

千円 千円 千円 千円

10,501 6,033 4,439 28
（通勤手当）

令和３年
9月30日

※

千円 千円 千円 千円

10,829 6,033 4,439
31

324

（通勤手当）
（単身赴任手

当)

令和３年
9月30日

千円 千円 千円 千円

10,609 6,033 4,439 136
（通勤手当）

令和３年
9月30日

◇

千円 千円 千円 千円

7,052 6,033 838 179
（通勤手当）

令和３年
10月１日

◇

千円 千円 千円 千円

17,451 12,067 5,278 105
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

6,469 6,033 391 44
（通勤手当）

令和３年
10月１日

※

千円 千円 千円 千円

6,367 6,033 251 82
（通勤手当）

令和３年
10月１日

千円 千円 千円 千円

6,919 6,001 838 79
（通勤手当）

令和３年
10月１日

◇

千円 千円 千円 千円

15,030 10,356 4,529 144
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

4,800 4,800 0 0
（　　　　）

注１：単位未満切り捨てのため、支給総額と各内訳の合計額は一致しない。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

その他（内容）

理事B

監事B
（非常勤）

法人の長

副理事
長

理事A

監事A

前職

理事D

就任・退任の状況
役名

理事I

理事H

理事E

理事F

理事G

理事C



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長
　副理事長
　理事
　監事
　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当機構の役員は、我が国最大級の技術開発推進機関の代表として、
エネルギー・環境及び産業技術開発関連業務をはじめとする法人の全業
務を総理するとともに、中長期目標を達成するための基本的な業務運営
方針を立案することを職務内容としている。また政府の政策との整合性を
確保しつつ業務運営の企画立案を自らの責務として行うとともに、その実
現に向けて、法人の役職員を指揮監督するだけでなく、自らも国内外の民
間企業・大学や政府関係機関のトップクラスと折衝や交渉することも職務
内容としている。

当機構は、こうした職務内容及び成果に対する報酬として、同様の職
務を担うことが想定される複数の国立研究開発法人の役員、国家公務員
指定職（事務次官、局長級）や民間企業役員の報酬と比較考慮したうえで
決定しており、妥当な報酬水準であると考える。

当該機構は、我が国のエネルギー・環境、産業技術に係る技術開発を推進
する枢要な法人であり、理事長をはじめとする役員には当該機構の運営を
担うために必要な識見、能力が求められ、そのような優秀な人物を迎えてい
ることから、それに見合った適切な処遇が必要である。

また、役員報酬には、業績評価が反映される制度となっており、令和２年
度の役員報酬についても、その結果を反映したものであり適正であると認め
る。

当該機構においては、役員報酬の支払いの基準について、国家公務員・
民間企業の報酬等を考慮するなど、適正確保に向けた取組を行っており、
経済産業省としてもそうした取組を促しつつ、支払水準の適正性について
注視していく。



４　役員の退職手当の支給状況（令和３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

6,109 6 0
令和3年
9月30日

1.0 ※

千円 年 月

4,072 4 0
令和3年
9月30日

1.0

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

監事

法人での在職期間

判断理由
該当者なし

令和３年度の主務大臣の評価結果が確定していないため、業績勘案率を暫定で1.0とした。令和３年度の評価結果確定後に業績勘案率の決

定を行う。

理事B

法人の長

理事

理事C

前年度に在籍した常勤役員に対し、月例支給額（基本給）・諸手当・賞与とは別に、前年度
の業績評価に応じた業績給を支給している。（平成15年の独立行政法人設立時に制度を
導入）

引き続き、業績を適切に処遇に反映させるため現行制度を運用していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当機構職員の給与水準を検討するにあたっては、当機構と同様に技術開発を担う国立
研究開発法人のほか、国家公務員や令和３年職種別民間給与実態調査によるデータの
うち、企業規模別（従業員数500人以上）・職種別平均支給額を参考にした。

なお、支給実績より当機構の令和３年度の平均給与月額は397千円である。

①類似の国立研究開発法人（産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、科学技術振
興機構、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構）・・・当該法人は当機構と同様に技術
研究開発を担う国立研究開発法人である。各法人の令和２年度給与水準公表資料か
ら令和３年度の平均給与月額は479千円と推定される。

②国家公務員・・・令和３年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給
与月額は、407千円となっている。

*「国家公務員給与の実態」（令和３年８月）より抜粋

③職種別民間給与実態調査において、当機構と同等の規模や職種の大学卒の令和３
年４月の平均支給額は436千円となっている。

※「平均給与月額」は、俸給及び諸手当（通勤手当及び超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含まな

い）の合計額。

当機構は、人事評価制度により、毎年度個人が設定する目標の達成度及び職務活動
に求められる行動の発揮度に基づいて決定した総合評価結果を、賞与の支給率や昇給
幅に反映している。

【職員の給与制度の内容】
職員給与規程において、職員の給与区分は、俸給、諸手当（扶養手当、職務手当、

特別都市手当、広域異動手当、超過勤務手当、深夜勤務手当、特別勤務手当、通勤
手当、住居手当、単身赴任手当、プロジェクトマネジメント手当）、及び賞与としている。

なお、賞与の構成は以下のとおり。
賞与基礎月額（俸給+扶養手当+特別都市手当額+広域移動手当額+職務加算額+
管理職加算額）×支給係数（6月：222.5/100、12月：222.5/100）×評価係数（職員の
人事評価に応じた係数）×在籍期間割合

により算出した額。

【令和３年度における主な改定内容】
令和３年度における改定はなし。
令和３年の人事院勧告等を踏まえた賞与支給係数の引下げを令和４年に実施。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

430 46.7 6,551 5,189 95 1,362
人 歳 千円 千円 千円 千円

244 42.8 8,347 5,947 167 2,400
人 歳 千円 千円 千円 千円

186 51.9 4,194 4,194 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 42.3 15,485 13,412 4 2,073

人 歳 千円 千円 千円 千円

338 58.3 4,568 3,912 169 656
人 歳 千円 千円 千円 千円

338 58.3 4,568 3,912 169 656

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.5 6,734 6,035 208 699
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.5 6,734 6,035 208 699

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 63.3 5,241 4,788 204 453
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 63.3 5,241 4,788 204 453

　①-2　職種別支給状況(年俸制適用者)
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 52.7 8,664 6,422 233 2,242
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 52.7 8,664 6,422 233 2,242

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

常勤職員

うち賞与うち所定内
令和３年度の年間給与額（平均）

総額
人員 平均年齢

注：常勤職員の区分中の研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学校
教員）については、該当者がないため記載を省略した。

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

事務・技術

研究開発等専門職員

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員、再任用職員及び非常勤職員を除く。
注2：常勤職員の区分中の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）に
ついては、該当者がないため記載を省略した。

再任用職員

注：任期付職員の区分中の研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学
校教員）については、該当者がないため記載を省略した。

注：再任用職員の区分中の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）に
ついては、該当者がないため記載を省略した。

注：非常勤職員の区分中の研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学
校教員）については、該当者がないため記載を省略した。

常勤職員

事務・技術



②

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

22 54.1 12,051

80 51.4 10,512

56 45.0 8,104

60 33.1 5,568

122 44.6 3,691

④

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

67.0 66.9 66.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.0 33.1 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～27.3 39.1～27.3 39.1～27.3
％ ％ ％

67.4 67.4 67.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 32.6 32.6 32.6

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～24.3 39.1～24.3 39.1～24.3

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢

6,033～3,365

11,965～8,975

人員

千円

本部主任

9,834～6,284

6,961～4,423

分布状況を示すグループ

一般
職員

一律支給分（期末相当）

本部職員

賞与（令和３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

本部部長

本部課長・主幹

本部課長代理・主査

13,099～11,216

年間給与額
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　100.0

対国家公務員
指数の状況

内容

・年齢・地域勘案　　 　　　　　100.0

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　 98.6

【令和３年度支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】
　　99.1％
　　　　・国からの財政支出額　4,660億円
　　　　・支出予算の総額　4,700億円

【累積欠損額(令和２年度決算)】
    560億円

【当機構の管理職の割合】
　　11.5％（常勤職員数1378名中159名）
　　　・国の管理職割合　17.4％※2
　　　　※2（参考文献）人事院「令和３年国家公務員給与等実態調査」

【大卒以上の高学歴者の割合】
　　85％（常勤職員数1378名中1178名）
　　　・大学院卒以上の割合　当機構：約35％　＞　国：約7.7％※3
　　　　※3（参考文献）人事院「国家公務員給与の実態」（令和３年８月）

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合】
　　3.8％
　　　・支出総額（令和２年度決算）　1,772億円
　　　・給与・報酬等支給総額（令和２年度決算）　68億円

【検証結果】
（法人の検証結果）
　当機構の職員の給与は、対国家公務員指数100.0と国家公務員と同等で
あり、適切な水準であると考えられる。

　当機構の支出予算の総額に占める国からの財政支出は約99.1％と高い
割合を占めているが、当機構が実施している事業は、日本の産業競争力
強化、エネルギー・地球環境問題の解決のための産業技術開発事業等で
あり、国からの財政支出によって実施されることを前提としたものである。
　欠損金については、基盤技術研究促進事業（政府出資金を原資とした技
術開発委託事業：会計処理上、欠損金が不可避に生じる）によるもののみ
である。同事業は、平成25年度に終了しており、今後、欠損金は増えること
はない。また、委託先に対し売り上げ等の納付を慫慂するなどして累積欠
損金の縮減を図ることとしている。

（主務大臣の検証結果）
　令和３年度対国家公務員指数は100.0ポイントであり、国家公務員と同等
の給与水準となっている。当該機構は、技術的知見を駆使した専門性の高
い研究開発マネジメント業務を実施している点も踏まえ、現在の給与水準
は適切であると考えられる。
　当該機構は今後も政府の方針を踏まえつつ給与水準の適正化に努める
こととしており、当省としてもその取組を促しつつ、給与水準の適正性につ
いて注視していく。

・年齢・地域・学歴勘案　　　  99.4

該当なし

　給与水準の妥当性の
　検証

政府の方針を踏まえつつ、給与水準の適正化に努めるべく取り組んでいく。

２人 ５人 ９人



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成30年度
平成31（令和
１)年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 788,119 835,799 938,922 1,086,586
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

注：端数処理の関係上、合計額が一致しない場合がある。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

区　　分

給与、報酬等支給総額

福利厚生費

7,966,290 9,260,2177,297,7697,015,883

退職手当支給額
129,740 83,543 95,179 199,146

5,924,695 6,224,766 6,786,373 7,842,350

173,329 153,661 145,816 132,136

当機構は、人事評価制度により、毎年度個人が設定する目標の達成度及び職務活動
に求められる行動の発揮度に基づいて決定した総合評価結果を、賞与の支給率や昇給
幅に反映している。

引き続き、業績を適切に処遇に反映させるため現行制度を運用していく。

特になし。

●「給与、報酬等支給総額」、「福利厚生費」に関する主な増減要因
・グリーンイノベーション基金事業の新規追加等、業務量の拡大に対応するにあたり、職員等を

増員したため、支給額が増加した。

（扶養親族がいない場合）
○22歳 （大卒初任給）

月額：219,780円 年額：361万円

○35歳 （本部課長代理級）
月額：407,110円 年額：669万円

○50歳 （本部課長級）
月額：605,330円 年額：1024万円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給


